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村民主権

・ 住民は「村の主権者」であり、「むらづくりの主役」で

あることなど、条文に盛り込む予定です。
人権の尊重

・ 国籍や性別、年齢等に関わらず、村民一人ひとりの人

権が保障されることなど、盛り込む予定です。
情報の共有

・ むらづくりをともに進めていくため、役場と村民・地域、

議会などが情報を共有することを定めます。
持続的発展

・ 本村（地域）が、今後も発展していくためには、地域の

誇りや魅力を高め、世代を超えて利便性や快適性に恵

まれた村（地域）でありたい、と話し合っています。

○ その他、「参画と協働」、「コミュニティ」、「安全・安心」

などについて話し合っています。

みんなでつくる　むらのルール

自治基本条例

　日吉津村のむらづくりルールを「自治基本条例」にどう定めるか！
昨年から、条例の素案づくりに取り組んでいます。そこで、現在協議中
の内容の一部についてご紹介します。（詳細は、「たたき台」が出来次第、
村民の皆さんへ公表し、ご意見をいただく予定です。）

◇ まず条例の「前文」には、村の歴史や文化、むらづくりの理念・理
想などを掲げます。条文の最初には、この条例の目的、全体をつら
ぬく基本原則を定め、続いて、「村民・地域」、「村行政」、「村議会」
などの責務や役割などを条文にしていく予定です。

※　自治の基本（基本原則）

その他、「議会の役割と責務」
「行政運営のあり方」「参加のしくみと

説明責任」「国や県・他の自治体等との関係」
「条例の位置づけ」等について協議中です。

・・・制定後は、その条文に沿って、村行政や
むらづくりが進められます。

（最も重要な条例となります。）

※担当課　地域振興課

TEL　27－5954

３グループに分かれ、条文の内容について話し合っています !

住民の定義

・ 村民…村づくりを進める

には、村内在住者（住民）

だけでは不十分であり、

村内で働く者、学ぶ者、

団体活動を行う者も含めておけばと検討中です。

・ 事業者（等）…また、村内の事業所等にも、役割や責

務があると定める予定です。
住民の権利と役割

・ 住民は情報を得る権利、学ぶ権利、むらづくりに参画す

る権利などを有しており、むらづくりに関心を持ち参加

する役割もあると協議中です。

※　住民の権利と役割

事業者（等）の役割

・ 事業者もその資源を活かし、産業、教育等で地域に貢

献する、社会的責任を負う、など。
住民自治

・ コミュニティ、自治会活動の意義やあり方についても、

盛り込む予定です。

行政の役割と責務

・ 公平・公正、誠実、迅速かつ効率的に職務を執行する、

最少の経費で最大の効果を挙げる、村民の意見を把握

し村政に反映する、など。
村長の役割と責務

・ 村長は、将来ビジョンを持ち適切なリーダーシップを発

揮する、村民からの意見を生かし行政能力を高める、分

かりやすく公約を示すなど。
職員の役割と責務

・ 職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ効率的

に職務を執行する、自らも地域の一員と認識し、村民と

の信頼関係を築く責務がある、など。

※　行政の役割と責務




